
未定稿 平成２４年１２月
復　興　庁

分野 従来の制度・運用 大震災を受けた政策対応 政策の効果

災害救助法に基づき対応

被災地における物資供給は自
治体の業務

○緊急物資供給の一部を国が直接実施（平成23年３月～４月）
・物流マネージャーの派遣や新たな物資への対応など各種の取組みにより食料・
飲料や生活用品等を調達し、供給拠点まで輸送。さらに一部避難所には自衛隊
が直接搬送。

被災地における被災者への情
報提供は本来自治体の業務

○国による被災者への情報提供（平成23年３月～）
・壁新聞（約4,000箇所に掲出）やハンドブック（累計発行部数約170万部）、復旧・
復興支援制度検索サービス等により情報提供（国から被災者に直接「壁新聞」な
どで情報提供。初期は自衛隊の力を借りて避難所に届け、落ち着いてからはコン
ビニや郵便局に掲示するなどの工夫）

○仮設住宅の早期建設促進
・（社）住宅生産団体連合会に対して、早期の供給を要請するなど、関係団体や事
業者に対し、建設の早期化に係る協力要請を実施。（平成23年３月～４月）

・用地確保等の支援のため、震災翌日より被災県に国土交通省職員を派遣。

○仮設住宅の供与期間の延長を決定（平成24年4月）

○「介護等のサポート拠点」の設置・運営（平成23年７月～）

○民間賃貸住宅を応急仮設住宅として借り上げる仕組みを積極的に活用。

○平成23年10月より３月にかけて仮設住宅における自治会の設置状況、各団地
ごとの集会所提供状況等を把握。

○平成23年8月から9月にかけて50市町村3,231世帯を対象として居住環境等に
関するアンケートを実施。

・自治会の設立状況は全体の88.9％。
（阪神・淡路大震災の時は63.1％）

東日本大震災・政府の新たな取組とその成果(例）

（２）
仮設住宅

発災当初約47万人に上った被災者の
方々の生活を維持

・国が食料約2,621万食、燃料約1,603
万ℓを提供（平成23年３月～４月）

阪神淡路大震災の時には高
齢者、障害者に限定して民間
賃貸住宅を借上げ。
 
新潟県中越地震の際は建設
仮設住宅3,460戸に対し、借上
げは174戸。

発災当初約47万人に上った避難者
は、平成23年9月頃までには、おおむ
ね仮設住宅等に入居

・平成24年9月24日現在で建設仮設住
宅は5.3万戸（入居率91％）、民間借上
げの戸数は6.3万戸

・平成24年9月24日現在で応急仮設住
宅等に避難等している人の数は29.2万
人（うち民間借上げ型16.3万人、建設
仮設住宅11.4万人）

①
被
災
者
支
援

（１）
物資・情報
の提供

　本資料は、①被災者支援、②復旧、③復興、④原子力災害からの復興で構成され、①・②の主要な部分については発災直
後から一年程度集中的に対応を行い、③・④については発災後からこれまでの取組と成果について整理したものである。
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分野 従来の制度・運用 大震災を受けた政策対応 政策の効果

災害ボランティアの活動と国の
連携が希薄。

○ 国の施策や事業の内容について情報提供・丁寧な解説を行い、被災者のために活動
を行うNPO等の取組を支援（平成23年3月から随時）
・「NPO等が活用可能な政府の財政支援（平成23年度第3次補正予算、平成24年度予
算、平成25年度概算要求）」について取りまとめ、ホームページへの掲載や各種会議等で
の説明を通じ周知（平成23年度第3次補正予算：平成23年12月、平成24年度予算：平成
24年4月、平成25年度概算要求：平成24年10月、公表。公表後随時周知）

・行政・民間それぞれの多様な担い手が連携して取り組むべき５つの分野における「ロー
ドマップ」を作成し、ホームページへの掲載や各種会議等での説明を通じて周知（平成24
年4月公表。公表後随時周知）

・行政機関、企業、ボランティア団体など多様な担い手による「連携事例」を募集し、取り
まとめた結果を公表・周知（平成24年11月公表。公表後随時周知）

・全国の学生等に向けて、「この夏も、ボランティアに行こう！」と題するキャンペーンを実
施し、広く周知（平成24年6月から9月まで実施）

・ＮＰＯ活動の障害となる制度や手続きの運用等に関する問い合わせに対して、随時説
明、又は必要に応じて関係省庁に照会（平成23年3月から随時）
　
・個人情報の扱いなどNPO等の活動の好事例の把握と他地域への伝播を推進（平成24
年2月から随時）
　
※　発災直後の3月16日、内閣官房に「震災ボランティア連携室」を設置。半年経過後の9
月16日には室を廃止し、復興対策本部事務局に「震災ボランティア班」を設置し、震災ボ
ランティア連携室の事務を継承。さらに事務局廃止後は、復興庁の「ボランティア・公益的
民間連携班」で当該事務を継承。

・NPO等が国の各種事業の委託を受
けたり、他の関係団体と連携しなが
ら、国の施策実施に協力

○平成23年6月以降、全国の避難者情報を国でとりまとめ、月に１回公表、被災
地自治体に提供。

○平成23年4～6月、３県の避難所の環境把握を実施。

・全国の避難者の分布、人数、推移に
ついての情報を国、自治体、報道機関
等と共有。生活水準の向上を促進。

○「原発避難者特措法」を公布、施行。（平成23年8月12日）
・住民票を移さなくても避難先自治体
で行政サービスを受けられるようにし
た。

被災者生活支援は原則市町
村業務

政府に責任組織を設置し、一元的に対応（平成23年3月17日、被災者生活支援本
部設置）

○平成24年3月以降、全国の震災関連死の死者数について国で取りまとめ、半年
に1回公表。

・関係府省を構成員とする検討会を開
催し、震災関連死の原因を把握すると
ともに、今後の災害への備えを含め、
必要な対応策を内容とする「東日本大
震災における震災関連死に関する報
告」をとりまとめた。（平成24年８月公
表）

（３）
被災者支援

避難者の状況は自治体で把
握

①
被
災
者
支
援
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分野 従来の制度・運用 大震災を受けた政策対応 政策の効果

○災害等廃棄物処理に係る制度等の整備
・国が被害を受けた市町村に代わって災害廃棄物を処理するための特例立法を
平成23年8月18日施行
　
・平成23年３月、損壊家屋の撤去等について、法律的観点から民有地での災害廃
棄物処理等について指針を取りまとめ。
　
・平成23年5月12日、主に仮置場に搬入された後の処理に焦点を当てて、処理推
進体制、財政措置、処理方法、スケジュール等のマスタープランをとりまとめ。
　
・その他、被災した自動車、家電リサイクル法対象品目、パソコン、アスベストや
PCB当の有害廃棄物の取扱について、各自治体に周知（平成23年３月～）

・相馬市及び新地町からの国による代
行要請に対応中。

・被災３県の沿岸市町村の災害廃棄
物全体の84％を仮置き場へ搬入済。
また、30％を処理・処分済（平成24年
10月末現在）（震災から３年後の平成
25年度末までに処理・処分を完了させ
ることを目標として設定）

○災害等廃棄物処理事業の特例
　
・国費率のかさ上げ、基金の活用により、平均で95パーセントを国費、残りは震災
復興特別交付税で措置（平成23年８月～）
　
・従来の補助金では対象外だった施設や建築物の基礎部分を対象とするなど事
業対象を拡充（平成23年５月～）
　
○自治体による災害廃棄物処理の支援
　
・岩手、宮城、福島３県に環境省廃棄物関係職員を常駐、また、環境省職員・研究
者・技術者チームを巡回訪問させきめ細かい支援（平成23年５月～）
　
・被災地以外で広域処理を推進（平成23年８月～）

・再生資材の活用に向けた需給マッチングを実施（平成23年10月～）

・・国の直轄工事において、災害廃棄物を原燃料としたセメントを使用する企業を
総合評価落札方式において加点評価する取組を実施（平成24年７月～）

・現地での災害廃棄物の処理を推進
するため、岩手県、宮城県に、31基の
仮設焼却炉の建設を進めており、既に
22基が稼働。

・１都９県の処理施設において、岩手
県及び宮城県の災害廃棄物を受入
れ、処理。

・既に処理・処分された災害廃棄物538
万トンのうち461万トンを再生資材化
し、埋立量・焼却量を削減。（平成24年
10月末現在）

（１）
ガレキの撤
去

本来、災害廃棄物の処理は、
自治体の責任

②
復
旧
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分野 従来の制度・運用 大震災を受けた政策対応 政策の効果

○公共施設の復旧について事業計画・工程表を作成し、進行管理
　・全体版と地域版（市町村毎等）、公共インフラ以外も作成（平成23年11月）
　・所管省庁による進捗確認（平成24年5月～）
　・本格復旧の進捗状況の見える化（指標）（平成24年9月）
　・安全・安心のための基盤整備関係、交通関係、公営住宅・まちづくり関係、
　　農林水産業関係の4分野で14事業22項目の指標を作成（平成24年9月～）

○現地における人的支援、設計図書の簡素化、机上査定額の大幅な拡大等によ
り、災害査定の事務手続きの迅速化を実施（平成23年4月～）

○査定前着工の容認（平成23年3月～）

○被災自治体の財政支援
・東日本大震災財特法による、地方公共団体等に対する国庫補助率のかさ上げ
等（阪神・淡路財特法と比較して、対象項目を拡大）（平成23年5月～）

・震災復興特別交付税（これまで平成24年３月、９月に交付）
（復旧事業費の自治体負担部分を全額措置）

地方公共団体等への特別の財政援助
等を通じ、被災地の復旧を下支え

・進捗確認の結果、全体しては概ね目
標通りに進んでいると認識

（２）
インフラ等
の復旧

②
復
旧
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分野 従来の制度・運用 大震災を受けた政策対応 政策の効果

○「減災の考え方」に基づいた地域づくり

・高台移転のため防災集団移転促進事業につき戸数要件の引き下げ等を実施
（平成23年11月～）

・区画整理による嵩上げ事業の実施（住宅地や漁港など公共施設だけでなく民間
部にも適応）（平成23年11月～）

・海岸堤防の高さの設定基準を策定（平成23年7月）

・多重防御（平成23年6月～）

・津波防災地域づくりに関する法律（平成23年12月14日公布、12月27日一部施
行、平成24年6月13日全部施行）

○国土交通省職員を中心として国やＵＲ等の専門家が各市町村に頻繁に出向
き、復興計画策定を支援（平成23年6月～）

○円滑な施工の確保
・市町村のまちづくりを推進するための新たな発注方式の導入（CM方式）
・予定価格等の適切な算定、技術者・技能者の確保、資材の確保等において新た
な対策の推進

・2市1町にてCM方式を導入（平成24年
12月時点）
・復旧・復興事業の施工確保に関する
連絡協議会を開催し、施工確保対策
を検討
・資材連絡会・分科会を開催し、情報
共有

○被災地自治体の復興計画策定への男女共同参画の視点の反映
・４３市町村における復興計画の策定に当たっての女性委員の割合や、復興計画
における男女共同参画に関する記載を調査（平成23年4月）
・４３市町村には復興大臣から、被災６県には事務連絡にて、復興計画のさらなる
具体化や進行管理等に当たって、男女共同参画の視点を反映するよう通知を発
出（平成24年6月19日）

○まちづくりなどの分野に関し、被災地の復興に向けて女性が活躍している事例
等を収集し、平成24年11月公表。

・被災地自治体における復興計画のさ
らなる具体化や進行管理等に当たっ
て、男女共同参画の視点の反映につ
いて検討を促進

・自治体や各地で活躍する方々が、そ
れぞれの取組において、男女共同参
画の視点を踏まえて実施する際の参
考事例を提供

③
復
興

（１）
復興地域
づくり

平成２３年３月末までに、予定のあった
沿岸被災自治体において復興計画等
を策定済み

・平成２４年１１月３０日現在、防災集
団移転促進事業の法定手続き済地区
数（大臣同意地区数）は188地区〔151
地区※〕。
・平成２４年１１月３０日現在、災害公
営住宅について、用地確保は6,807
戸、設計着手は5,643戸、工事着手は
1,666戸、工事完了は40戸。

※複数の復興交付金配分地区をまと
めて集団移転促進事業計画の大臣同
意を取得する場合があり、〔〕内の値は
その集団移転促進事業の数を表す。
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分野 従来の制度・運用 大震災を受けた政策対応 政策の効果

○復興連携チームの創設・運営（平成24年６月～）
・被災地域の復興まちづくり等に関する様々な具体的課題の解決に向け、専門的
知見やノウハウの提供等を行うために、市町村の求めに応じ 、国、県、市町村、
ＵＲの専門スタッフを構成員とする復興連携チームを編成。岩手県６市町・宮城県
５市町に復興連携チームを設置済み（平成24年10月１日時点）。各チームにおい
て９月末までにそれぞれ第１回会合を開催するなど、復興事業に係る制度面・運
用面等の具体的課題を共有し、検討を進めている。

被災地に着目して規制等の特
例を総合的に講ずる仕組みな
し。

○復興特区制度
・地方公共団体が作成する復興特区に係る計画に基づき、規制・制度の特例、
税・財政・金融上の特例、土地利用再編の特例を活用し、産業の活性化や雇用創
出（平成23年12月～）

・復興推進計画
31件の計画について認定（平成24年
12月21日現在）
・課税の特例に係る指定の状況
計935件（755社）が指定済み（平成24
年11月末現在）
・復興整備計画
岩手県で９市町村、宮城県で12市町、
福島県で５市町の計画が公表済み（平
成24年1２月４日現在）

○復興交付金の創設
・復興地域づくりに必要となるハード事業を中心に４０事業を一括化したほか、地
方公共団体の負担の軽減、使途の自由度の高い資金の確保（効果促進事業
等）、執行の弾力化や手続きの簡素化等を措置（交付可能額通知：平成24年３月
２日（第１回）、５月25日（第２回）、８月24日（第３回））

・平成24年９月末までに、３回の配分を
実施。（事業費約8,026億円、国費約
6,557億円）

（１）
復興地域
づくり

③
復
興
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分野 従来の制度・運用 大震災を受けた政策対応 政策の効果

融資制度・信用保証制度、高
度化融資制度を活用した被災
自治体による仮設工場の整備
（阪神淡路大震災後、神戸市
内に６ヶ所設置）、中小企業事
業協同組合等の共同施設・設
備への復旧補助③

復
興

（２）
産業・雇用
①

・平成２４年９月の被災地域の鉱工業生産
指数は８８．３となり、震災直前（２３年２月）
の９７．５とほぼ同じ水準まで回復。津波浸
水地域でも大幅に回復。

・資金繰り対策について、震災後の貸付合
計額は約２７万件、約５.７兆円、債務保証合
計額は約４５万件、約７.９兆円（いずれも本
年１０月２６日時点。）

・産業復興相談センターでは昨年９末以降
１,５７３件の相談を受け付け、うち５５件が買
取決定済（本年１０月２６日時点。）（株）東日
本大震災事業者再生支援機構では本年３
月５日以降７１４件の相談を受け付け、うち５
０件が支援決定済（本年１０月末時点。）
　
・１０月２６日現在、仮設工場・事務所・店舗
は、累計５３１ヶ所の要望を受け、４７２ヶ所
において竣工済み。

・３２９グループ（約６０００者）に国と県合わ
せて２９０６億円を支援。さらに、平成２４年
度復興予備費において、約８０１億円を措
置。

・ふくしま産業復興企業立地補助金（平成２
３年度第3次補正予算１７００億円、平成２４
年度復興予備費約４０２億円）は、２回の公
募を実施。予定を上回る応募があり、企業
の立地意欲を促進。

・石油精製能力は平成２３年４月中旬に震
災前の水準に回復。

・東北６県で２０７ヶ所を緊急重点ＳＳに指定
し、燃料の重点供給を実施。平成２３年５月
末には東北地方の９６％のＳＳが稼働。

○企業の資金繰り対策
・災害対策融資、保証について、貸付限度額・利率・据置期間・信用保証限度額を
拡充。直接被害のみならず、間接被害も対象化（平成23年３月～：一部事業開
始）

○二重ローン対策
・「産業復興相談センター」（平成23年９月～）、「産業復興機構」及び「㈱東日本大
震災事業者再生支援機構」（平成24年３月）を設立し、被災債権の買取り、金融機
関との条件変更等による再生支援体制を整備
　
○仮設工場・事務所・店舗の整備
・（独）中小企業基盤整備機構が、復興商店街、水産業向け施設、工業団地の仮
設工場など自ら仮設の事業施設を整備して市町村へ貸与（平成23年６月～：基本
契約締結開始）
　
○被災中小企業等グループの施設復旧支援
・地域経済復興のリード役となり得る事業者のグループに対し、事業者の施設・設
備の復旧費用に対して３／４補助を実施（平成23年８月～：第１次交付決定）

○ふくしま産業復興企業立地支援事業
・特に原子力災害により甚大な被害を受けた福島県に対して基金を造成し、県外
からの新規立地や県内での新増設等を行う企業に対して工場立地経費等の補助
を実施（平成23年１２月～：県が基金設置）

○燃料貯蔵、供給施設の復旧及び災害対応能力強化
・ＬＰガスや都市ガス、石油製品等の供給設備の備蓄機能や安定供給機能の強
化を図るため、ＬＰガス中核充填所、拠点石油基地、中核給油所等の整備費用に
対して補助を実施（平成23年１１月～：補助事業者の決定）
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分野 従来の制度・運用 大震災を受けた政策対応 政策の効果

○被災地における雇用の維持・創出
・被災者の一時的な雇用の場を確保するための雇用創出基金の充実(平成23年4
月)や、被災地域での本格的な雇用復興を図るための雇用創出基金の創設（平成
23年11月）

・平成２４年９月末までに、被災３県に
おいて５万５千人超の雇用を創出

・雇用保険の給付延長（最大２１０日延長）（平成23年５月）※被災３県の沿岸地域
などで、給付日数を更に９０日分延長する広域延長給付は、平成２４年９月３０日
に終了
　
・きめ細かな就職支援（仮設住宅へ出向く出張相談会の開催や、個々の求職者に
応じた担当者制による個別対応など）（平成23年５月）や職業訓練の機動的拡充・
実施（平成23年４月）
　
・震災による離職者等を雇用した事業主に対する助成金（被災者雇用開発助成
金）の創設（平成23年５月）

・被災３県の就職件数は、平成23年4
月～24年9月で229,789件と、震災後大
幅に増加。

・被災者雇用開発助成金は、平成23
年5月に創設以来、平成24年3月末ま
でで10,137件を支給決定、支給総額約
38億円。
平成24年度は910月末までで31,920
38,775件を支給決定、支給総額約121
147億円

・水産加工施設の整備に関し
ては漁協中心に支援

○一次産業の経営継続に対する支援を大規模に実施
・農業者・漁業者のグループによるがれきの片づけなどの活動資金を支援（平成
23年５月～）

・国・県等が除塩事業、農地及び農業用施設等の災害復旧の事業を実施（平成
23年５月～）
　
　
・収益性の高い漁業への再編、及び、養殖業の共同化による生産の早期再開に
必要な経費（人件費、燃油費、資材費等の操業費用及び生産費用）を支援する事
業（がんばる漁業・養殖業復興支援事業）を創設（平成23年11月～）
　
・水産加工流通に係る共同利用施設の整備支援につき、対象を民間団体に拡大
（平成24年3月（第１回）、5月（第２回）、8月（第３回）通知）

・平成24年９月末現在、津波被災農地
約２万１千haの約３８％で復旧が完了
し、営農再開が可能となった。
　
・平成24年７～９月の主要魚市場の水
揚げ数量は、被災前同期比で69％に
回復
　
・平成24年９月末現在、被害を受けた
水産加工施設（800施設）のうち、528
施設が業務再開

③
復
興

・雇用創出基金の事業は緊急
雇用創出（原則６か月間）に留
まる。
・新潟県中越地震の際は雇用
保険の給付延長なし。
・雇入れ助成は高齢者、障害
者等を雇った場合の助成（特
定求職者雇用開発助成金）に
留まる。

（３）
産業・雇用
②
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分野 従来の制度・運用 大震災を受けた政策対応 政策の効果

○企業連携
・平成24年４月より、復興に取組む企業の相談窓口として、復興庁に「企業連携推
進室」を設置。国の施策や事業の内容について情報提供・丁寧な解説を行い、復
興に取組む企業等の活動を支援。

・平成24年５月から、政府や地方公共団体、民間企業等の復興に係る公募・イベ
ント情報等を「企業連携メールマガジン」として発行（週１回、現在第23号）。

・被災地において官民が連携して取組
むプロジェクトを募集、採択。案件に対
して、事業計画の作成・販路開拓支援
等を行うとともに、国・被災自治体・民
間事業者が参加する場を設け、協力し
て事業化を支援（平成24年10月にまず
は３件を採択）。

・国内観光需要の喚起のため、「東北観光博」（平成24年3月18日～）開催【平成２
５年３月３１日まで実施】、「東北・北関東への訪問運動」の展開等

「東北・北関東への訪問運動」
・9月末日現在、民間企業等計40団体
が賛同。
（賛同団体の取組例）
・趣旨に賛同した埼玉縣信用金庫が顧
客向け旅行を宮城県・岩手県で実施。
計3,000人以上が参加予定。

○被災自治体の財政支援

・震災復興特別交付税（これまで平成24年３月、９月に交付）
（復興事業費の自治体負担部分を全額措置）
○復興対策本部（平成23年6月27日）、復興庁・復興局（平成24年2月10日）の設
置

○国としてワンストップ対応実施

○福島県との協議会など自治体との意見交換会を現地で実施し、要望や問題点
をすいあげ

○復興予算を復興庁に一括計上

○他自治体から被災自治体への職員応援を支援

復興事業費の負担軽減を通じ、被災
自治体の復興の取組を下支え

（５）その他

③
復
興

（４）
産業・雇用
③
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分野 従来の制度・運用 大震災を受けた政策対応 政策の効果

○「福島復興再生特別措置法」の公布・施行（平成24年3月31日）、「福島復興再
生基本方針」の策定（平成24年7月13日）
　・原子力災害により深刻かつ多大な被害を受けた福島の復興・再生について、
その置かれた特殊な諸事情とこれまで原子力政策を推進してきたことに伴う国の
社会的な責任を踏まえ推進する。

○「原子力発電所の事故による避難地域の原子力被災者・自治体に対する国の
取組方針（グランドデザイン）」策定（平成24年9月4日）
・福島県・関係市町村からの要請を踏まえ、概ね10年後に向けた避難地域の復興
に対する国の取組姿勢を示したもの。被災者が一日も早く将来の生活設計が描
けるよう、①地域の生活環境の回復、②帰還する被災者及び長期避難者の生活
再建の支援、③地域の経済とコミュニティの再生　の取組を関係者と一体となって
着実に取り組む。

○インフラ復旧への取組
・警戒区域等が見直された市町村を中心に、公共インフラ復旧の工程表を作成
（平成24年8月～）し、本格的な復旧に着手していく。６市町村（広野町、田村市、
川内村、南相馬市、楢葉町、飯舘村、富岡町）の工程表を公表済み。

・常磐自動車道の早期復旧・供用に向けて、関係省庁からなる「常磐自動車道放
射線対策検討合同チーム」を設置し、高線量地域の除染及び復旧・整備工事に
関する検討・調整を行う。環境省によるモデル除染の結果を踏まえて、H24年8月
には開通目標を公表し、除染及び復旧・整備工事の準備を開始。

○避難解除等区域生活環境整備事業の実施（平成24年8月～）
・避難解除等区域において、長期の避難指示に起因して機能低下した公共施設・
公益的施設の機能回復を図る。

・楢葉町７件、飯舘村５件、南相馬市13
件、田村市1件について事業を開始。

（１）
法律等の
整備

（２）
生活環境等
の整備

④
原
子
力
災
害
か
ら
の
復
興
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分野 従来の制度・運用 大震災を受けた政策対応 政策の効果

（３）
避難者支援

○住民意向調査の実施
・避難されている住民の方々の今後の生活再建に向けた意向等を把握するため
に住民意向調査を実施。

・平成24年10月16日葛尾村の調査結果（速報版）公表、11月6日大熊町について
公表。

・その他の関係自治体についても、自治体の意向を踏まえつつ、順次実施する予
定。

○長期避難者への生活支援
・国、県、避難元・受入自治体からなる「長期避難者等の生活拠点の検討のため
の協議会」を設置（平成24年9月）し、生活拠点等に関する検討・調整を行う。

（４）除染

○除染
・放射性物質汚染対処特措法及び同法に基づく方針にのっとり、環境省を中心に
除染を推進。人の健康の保護の観点から必要な地域について優先的に除染を実
施。除染に伴い発生した土壌等は、安全に収集・運搬、仮置き、処分する

＜除染特別地域（国が直接除染を行う地域）＞
　警戒区域又は計画的避難区域であったことのある福島県内の１１市町村を指
定。各市町村毎に策定する特別地域内除染実施計画に沿って、国が直接除染を
行う（平成24年４月～）
 
＜汚染状況重点調査地域（市町村が中心となって除染を行う地域）＞
毎時０．２３マイクロシーベルト以上の地域を含む８県１０４市町村を汚染状況重
点調査地域として指定（平成24年２月～）。各市町村毎に策定する除染実施計画
に沿って、各市町村が除染を行う。国は、財政的措置や技術的措置を講ずる。

＜除染特別地域＞
関係自治体と協議・調整を行い、除染実
施計画を策定。仮置場の確保状況や同意
取得状況等を踏まえつつ、順次、国が除
染事業を実施。平成２４年10月末現在、4
市町村において除染作業に着手。

＜汚染状況重点調査地域＞
８７市町村において、除染実施計画の協
議を終了 （平成２４年１０月末時点）
（除染に関する緊急実施基本方針に基づ
く除染計画を策定した市町村を併せると９
４市町村）。仮置場の確保状況や同意取
得状況等を踏まえつつ、順次、各市町村
が除染事業を実施。

（５）賠償

・ＪＣＯ事故の際には、「原子力損
害調査研究会」を設置し、原子力
損害認定の円滑化を図るための
検討を行い、賠償に関する基本
的な考え方を整理。
・JCOが支払った賠償金総額：約
150億円。

○東京電力による円滑な損害賠償の実施
・原子力損害賠償法に基づき、原子力損害賠償紛争審査会において、原子力損
害の範囲の判定等に関する一般的な指針を策定（平成24年8月5日）

・上記指針を踏まえ、東京電力により適切かつ速やかな賠償が実施されるよう、
関係省庁が連携して取り組む。

東京電力による損害賠償金の支払い総額
は以下のとおり（平成24年9月12日現
在）。
・仮払い：計1480億円
・本賠償：計１兆1233億円

（６）その他

○自治体支援体制の充実
・復興庁内自治体担当体制を強化するとともに、関係省庁、現地事務所との連携
チームを編成し、県と共に被災12市町村町村の復興計画の具体化・充実を支援。
平成24年9月より連携チームが各市町村を訪問し、現場の把握を開始。

阪神淡路大震災の関連法律15件 ○平成24年９月末現在、45件の法律を整備法律の成立

④
原
子
力
災
害
か
ら
の
復
興
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